
１ 令和６年４月２０日（土） ８：３０～
令和６年５月１０日（金） ８：３０～
令和６年５月１１日（土） ８：３０～ 男

女
令和６年５月１２日（日） ８：３０～

２ 団体戦及び個人戦（ダブルス）

３ 男女個人戦地区予選
男女団体戦
男女個人戦
男女団体戦

４

５

６

７

８

９
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競 技 日 程

競 技 規 定

各地区
ALSOKぐんま総合スポーツセンターテニスコート

令和６年５月１１日（土）

高崎上並榎庭球場
ALSOKぐんま総合スポーツセンターテニスコート

ALSOKぐんま総合スポーツセンターテニスコート

令和６年４月２０日（土）
令和６年５月１０日（金）

（４）ソフトテニス

令和６年度第５９回群馬県高等学校総合体育大会ソフトテニス競技会
　　　　　　　　　 兼 令和６年度関東高等学校ソフトテニス大会群馬県予選会

期日及び会場

競 技 種 目

競 技 方 法

引 率 ・ 監 督

参 加 資 格

申 込 方 法

出 場 制 限

組 合 せ

令和６年５月１２日（日）

(1)

(2)

団体戦は３ペア対抗の２点先取法（但し、第１・第２回戦は３ペアとも試合を行
う。）とし、トーナメント方式で上位４チームを決める。以後は上位４チームに
よるリーグ戦方式とする。

個人戦はトーナメント方式で行う。

日本ソフトテニス連盟競技規則による。

(2)

引率責任者は、団体の場合は校長の認める当該校の職員とする。個人の場合は校
長の認める学校の職員とする。（但し、公立学校にあっては教員とする。）ま
た、校長から引率を委嘱された「部活動指導員」（学校教育法施行規則第７８条
の２に示された者）も可とする。但し、「部活動指導員」に引率を委嘱する校長
は、県高体連会長に事前に届け出ること。

監督は校長が認める指導者とし、それが外部指導者の場合は傷害・賠償責任保険
（スポーツ安全保険等）に必ず加入することを条件とする。

(1)

(2)

(1)

(4)

(5)

(6)

選手は、学校教育法第１条に規定する高等学校（中等教育学校後期課程を含む）
に在籍する生徒であること。

選手は、県高体連ソフトテニス専門部に登録を完了している者であること。
年齢は平成17(2005)年４月２日以降に生まれた者とする。但し、出場は同一競技
３回までとし、同一学年での出場は１回限りとする。

チ―ム及びペアの編成は、全日制課程、定時制課程、通信制課程の生徒による混
成は認めない。

転校後６ヶ月未満のものは参加を認めない。但し、一家転住の場合は、特例とし
て参加を認める。

参加選手は、あらかじめ健康診断を受け、当該校長の承認を必要とする。

(3)

(1)

(2)

団体戦は、一校男女各１チームとする。チームは、監督１名、選手４～８名とす
る。

個人戦は、前年度新人大会での上位３２ペア及び本年度各地区予選を通過した男
子１２８～１３２ペア、女子１１２～１１６ペアとする。

個人戦の地区予選申込みは４月１８日(木)１０時までに、県総体の申込みは４月
２２日(月）１４時までにインターネットを利用して大会申込担当者あてに申し込
む。

(2)

個人情報の取り扱いについて
大会参加に際して提供される個人情報は本大会に利用するものとし、これ以外の
目的に利用することはありません。（プログラム最終頁参照）

(1)

４月２３日（火）９時３０分より桐生市立商業高校会議室において役員会を開き、常任
委員の責任抽選により決定する。

※

当該学校長の責任において、所定の様式により定められた期限までに申し込むも
のとする。
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表 彰

そ の 他 (1)

男女団体戦は優勝チームに優勝盾（持回り）を、４位までに表彰状を授与する。男女個
人戦は３位までに表彰状を授与する。

関東大会出場権 男子団体上位３チーム、女子団体上位３チーム、男女個人上位２０ペアは、令和６年度
関東高等学校ソフトテニス大会（群馬県前橋市）への出場権を得る。

(5)
(6)

選手は、日本ソフトテニス連盟指定のゼッケン（Ｂ５版大）を背中に付けること。
ユニホーム、シューズは日本ソフトテニス連盟公認メーカーが推奨するテニス製
品を着用すること。

ラケットは、日本ソフトテニス連盟公認マークのついたものを使用すること。

(2)

(3)
(4) 選手変更及び監督変更のある場合は、開会式前に本部に届け出て承認を得ること。

団体戦では、必ず監督がベンチに入ること。
使用球は、男子ＫＥＮＫＯ、女子アカエムとする。


